
 議案第２２号 

   墨田区介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成３０年２月６日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区介護保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区介護保険条例（平成１２年墨田区条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条の２の見出し中「第１号被保険者」を「要介護被保険者」に改め、同条中

「第４９条の２」を「第４９条の２第１項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、

同条に次の１項を加える。 

２ 法第４９条の２第２項の規定により読み替えられた同条第１項各号に定める規定

を適用する場合における第４条、第４条の２及び前条の規定の適用については、こ

れらの規定中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

 第８条の２の見出し中「第１号被保険者」を「居宅要支援被保険者」に改め、同条

中「第５９条の２」を「第５９条の２第１項」に、「同条各号」を「同項各号」に改

め、同条に次の１項を加える。 

２ 法第５９条の２第２項の規定により読み替えられた同条第１項各号に定める規定

を適用する場合における第７条及び第７条の２の規定の適用については、これらの

規定中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

 第９条中「第４９条の２各号」を「第４９条の２第１項各号」に改め、同条に次の

１項を加える。 

３ 法第５０条第３項の規定により読み替えられた法第４９条の２第１項各号に定め

る規定に規定する区が定める割合は、１００分の７０を超え１００分の１００以下

の範囲内において区長が別に定める。 

 第９条の２中「第５９条の２各号」を「第５９条の２第１項各号」に改め、同条に



次の１項を加える。 

３ 法第６０条第３項の規定により読み替えられた法第５９条の２第１項各号に定め

る規定に規定する区が定める割合は、１００分の７０を超え１００分の１００以下

の範囲内において区長が別に定める。 

 第１０条第１項各号列記以外の部分中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成

３０年度から平成３２年度」に改め、同項第１号中「３万２，４００円」を「３万８，

８８０円」に改め、同項第２号中「４万５００円」を「４万８，６００円」に改め、

同項第３号中「４万８，６００円」を「５万８，３２０円」に改め、同項第４号中

「５万６，７００円」を「６万８，０４０円」に改め、同項第５号中「６万４，８０

０円」を「７万７，７６０円」に改め、同項第６号中「７万２，９００円」を「８万

７，４８０円」に改め、同号ア中「という。）」の次に「（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条

の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６

条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する

特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）」を加え、同号イ

中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項

第７号中「８万１，０００円」を「９万７，２００円」に改め、同号イ中「又は第１

２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第８号中「９

万７，２００円」を「１１万６，６４０円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を

「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第９号中「１０万６，９

２０円」を「１２万８，３０４円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１ 

２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第１０号中「１１万９，８８０円」 

を「１４万３，８５６円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第１１号中「１４万９，０４０円」を「１

７万８，８４８円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１３号イ又は

第１４号イ」に改め、同項第１２号中「１６万５，２４０円」を「１９万８，２８８

円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ又は第１４号イ」を加え、

同項第１３号中「１８万１，４４０円」を「２６万４，３８４円」に改め、同号を同



項第１５号とし、同項第１２号の次に次の２号を加える。 

 ⒀ 次のいずれかに該当する者 ２１万７，７２８円 

  ア 合計所得金額が１，５００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 ⒁ 次のいずれかに該当する者 ２４万１，０５６円 

  ア 合計所得金額が２，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第１０条第２項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３

２年度」に、「２万９，１６０円」を「３万４，９９２円」に改める。 

 第１４条第３項中「若しくは第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ若しくは

第１４号イ」に、「第１２号まで」を「第１４号まで」に改める。 

 付則第９条中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１０条第１項及び第２項、第１４条第３項並びに付則第９条の改正

規定並びに次項の規定は平成３０年４月１日から、その他の規定は同年８月１日か

ら施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２９年度までの保険料率については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第６条の２、第８条の２、第９条及び第９条の２の規定

は、平成３０年８月１日以後に行う保険給付から適用し、同日前に行われた保険

給付については、なお従前の例による。 



 

（提案理由） 

 第１号被保険者に係る平成３０年度から平成３２年度までの保険料率を定めるとと

もに、介護保険法の一部改正等により、第１号被保険者に係る介護給付費の自己負担

割合が引き上げられること等に伴い、所要の改正をする必要がある。 


